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難易度 B

平成 23 年 5 月実施過去問（学科）

１．ライフプランニングと資金計画

平成23年5月学科 問題３

退職者および高齢者向けの公的医療保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。

１．健康保険の被保険者であるＡさんが会社を６０歳で定年退職し、再就職しない場合、

所定の要件を満たしていれば、健康保険の任意継続被保険者になることができる。

２．国民健康保険の退職者医療制度の被保険者であるＢさん（６４歳）は、６５歳に

なると国民健康保険の一般被保険者に切り替わる。

３．Ｃさん（６８歳）が、子が加入する健康保険の被扶養者となるためには、原則と

して、Ｃさん自身の年間収入が１８０万円未満である必要がある。

４．健康保険の被保険者であるＤさん（６９歳）は、７０歳になると健康保険の

被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

解答：４

解説

１．適 切

その通り。退職後の医療保険の一つとして、「任意継続被保険者制度」があります。

本問ではその要件等内容については問われていませんが、これら内容について確認を

お願いします。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』45 ページ「退職後の医療保険」（１）参照

２．適 切

難問です。退職後に国民健康保険へ加入する場合、「退職被保険者（退職者医療制度）」

と「一般被保険者」になる 2 つのコースがあります。ただし、「退職被保険者」になる

には、65 歳未満である等の要件を満たす必要があります。65 歳になると、国民健康保

険の「一般被保険者」に切り替わります。

なお、「退職被保険者」と「一般被保険者」の給付内容に違いはなく、いずれ「退職者

医療制度」は廃止されることになっています。

３．適 切

60 歳未満：年収 130 万円未満、60 歳以上：年収 180 万円未満が要件の一つとなって

います。『FP技能士 2級・AFP 合格教本』46ページ「▼被扶養者となる要件」参照

４．不適切

原則として 75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。

『FP 技能士 2 級・AFP 合格教本』46ページ「後期高齢者医療制度」参照

選択肢 2 は正答できなくても、選択肢 4が平易なので正解肢に辿り着けます。
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平成 23 年 5 月学科 問題６

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．６５歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が２８万円を超える場合、年金額の全部

または一部が支給停止となる。

２．６５歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、

その受給権者が雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けている間、

その支給額に応じて、年金額の一部が支給停止となる。

３．６５歳からの老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金

保険の被保険者期間が１ヵ月以上ある者に支給される。

４．７０歳以後に厚生年金適用事業所に使用されている者は、老齢厚生年金を受給して

いる場合であっても、被保険者として厚生年金保険料を負担する。

解答：４

解説

１．適 切

その通り。勤務先で厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受給して

いる60歳代前半(60歳から65歳になるまでの間)の方については、給料（総報酬月額相

当額）と年金（基本月額）の合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部

が支給停止となります。合計額が28万円以下の場合は減額されません。

『FP技能士2級・AFP合格教本』61ページ「在職老齢年金」表参照

２．適 切

細かい問題です。定年退職した方が、再雇用後の給与が従前の給与に比べ 75％未満に

低下した場合に高年齢雇用継続基本給付金が給付されますが、その支給額に応じて、

年金額の一部が支給停止となります。

３．適 切

その通り。これに対して、特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の

受給資格期間（原則25年以上）を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上

あることが必要です。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』59 ページ「 老齢厚生年金の受給要件」表参照

４．不適切

厚生年金の被保険者は 70 歳未満です。したがって、70 歳以降は保険料を負担しません。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』52ページ「厚生年金の被保険者」参照

選択肢 2 は正答できなくても、選択肢 4が平易なので正解肢に辿り着けます。
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平成 23 年 5 月学科 問題７

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．国民年金の第３号被保険者は、個人型年金加入者になることはできない。

２．企業型年金に拠出された掛金は、事業主の指図に基づいて運用される。

３．事業主が企業型年金に拠出した掛金は、その全額を損金の額に算入することが

できる。

４．通算加入者等期間が１０年に満たない場合、老齢給付金の支給は６０歳よりも

遅れて開始される。

解答：２

解説

１．適 切

公務員や専業主婦（国民年金第 3 号被保険者）は、確定拠出年金に加入できません。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』80ページ「確定拠出年金」参照

２．不適切

運用は、加入者自身が自己責任で行ないます。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』80ページ「確定拠出年金」参照

３．適 切

その通り。事業主が拠出した掛金は、その全額を損金の額に算入することができる

ので、節税効果があります。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』80ページ「確定拠出年金」表参照

４．適 切

難問です。60歳以降に老齢給付金が給付されますが、加入者等期間が 10 年に満たない

場合には 60 歳から給付を受けることはできません。

＜老齢給付金の支給開始＞

加入期間 受給開始年齢

10 年以上 60 歳

8 年以上 10 年未満 61 歳

6 年以上 8年未満 62 歳

4 年以上 6年未満 63 歳

2 年以上 4年未満 64 歳

1 ヶ月以上 2 年未満 65 歳

選択肢 4 は正答できなくても、選択肢 2が平易なので正解肢に辿り着けます。
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２．リスクと保険

平成 23 年 5 月学科 問題１６

地震保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．地震保険は、火災保険等に付帯して契約する必要があり、単独では契約することは

できない。

２．地震保険は、噴火を原因とする建物の損壊等の損害については補償の対象外である。

３．地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の３０～５０％の範囲内で設定され、

その限度額は建物が５,０００万円、家財（生活用動産）が１,０００万円である。

４．地震保険の保険料の割引制度には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物

割引」「耐震診断割引」の４種類が設けられている。

解答：２

解説

１．適 切

その通り。地震保険は、住宅火災保険などに付加して加入します。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』137 ページ「地震保険」表参照

２．不適切

地震保険は、火災保険では補償されない、地震・噴火・津波など、地震が原因で発生

した損害が対象となります。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』137 ページ「地震保険」表参照

３．適 切

その通り。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』137 ページ「地震保険」表参照

４．適 切

難問です。財務省作成の下記表でご確認ください。
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＜割引制度＞ 財務省ホームページより

割引制度 割引の説明 保険料の割引率

建築年割引
（ご契約開始日が平成 13 年 10 月 1 日以降）

対象建物が、昭和 56 年 6 月 1日以降に新築された建物である場合
10％

耐震等級割引

（ご契約開始日が平成 13 年 10 月 1 日以降）

対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性

能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通

省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」

に定められた耐震等級を有している場合

耐震等級 1 10％

耐震等級 2 20％

耐震等級 3 30％

免震建築物割引
（ご契約開始日が平成 19 年 10 月 1 日以降）

対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」

である場合

30％

耐震診断割引
（ご契約開始日が平成 19 年 10 月 1 日以降）

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法（昭和 56

年 6 月 1日施行）における耐震基準を満たす場合

10％
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平成 23 年 5 月学科 問題１７

法人（＝保険料負担者）が契約した生命保険および損害保険の保険料の経理処理に

関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．全従業員を被保険者、法人を死亡保険金受取人および満期保険金受取人とする

養老保険に加入した場合、支払保険料の全額を期間の経過に応じて損金の額に

算入する。

２．全従業員を被保険者、法人を死亡保険金受取人とする定期保険（保険期間１０年）

に加入した場合、支払保険料の全額を期間の経過に応じて損金の額に算入する。

３．全従業員を被保険者とする普通傷害保険の年払い保険料は、その全額を支払った

当該事業年度の損金の額に算入できる。

４．全従業員を被保険者とする積立普通傷害保険に加入した場合、支払保険料のうち

積立保険料に相当する部分の金額は満期あるいは解約等の時までは資産に計上し、

その他の部分の金額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。

解答：１

解説

１．不適切

「養老保険の保険料は、死亡保険金あるいは満期保険金で後から戻ってくる」、と

考えてください。であれば、今年支払った保険料は積立金として資産に計上します。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』131 ページ「保険料を支払ったときの税務」表参照

２．適 切

定期保険は掛捨て保険なので、今年支払った保険料が後から保険金で戻ってくるかは

定かではありません。であれば、今年支払った保険料は損金に計上します。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』131 ページ「保険料を支払ったときの税務」表参照

３．適 切

普通傷害保険に満期返戻金はありませんので、今年支払った保険料は損金に計上

します。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』152 ページ「保険料を支払ったときの税務」参照

４．適 切

支払保険料のうち積立保険料に相当する部分の金額は積立金ですから、資産に計上

します。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』152 ページ「保険料を支払ったときの税務」参照
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平成 23 年 5 月学科 問題１９

損害保険を活用した個人のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものは

どれか。なお、特約等は付帯していないものとする。

１．個人事業主として事業を営むＡさんは、仕事の遂行が原因で他人にケガをさせて

しまうことにより生ずる損害賠償責任に備えて、個人賠償責任保険を契約した。

２．Ｂさんは、病気やケガで就業不能となり収入を得られなくなった場合の収入の減少

に備えて、所得補償保険を契約した。

３．Ｃさんは、海外旅行先での交通事故等による自身のケガの治療費の負担に備えて、

海外旅行保険を契約した。

４．Ｄさんは、日常生活における事故によるケガで入院した場合の治療費の負担に

備えて、国内・海外を問わず補償される普通傷害保険を契約した。

解答：１

解説

１．不適切

業務に関して賠償責任を負った場合、個人賠償責任保険では補償しません。

『FP技能士2級・AFP合格教本』146ページ「家計のリスク管理（損害保険の活用）」

参照

２．適 切

その通り。『FP 技能士 2 級・AFP 合格教本』144 ページ「その他の傷害保険」表参照

３．適 切

その通り。『FP 技能士 2 級・AFP 合格教本』143 ページ「主な傷害保険」表参照

４．適 切

その通り。『FP 技能士 2 級・AFP 合格教本』143 ページ「主な傷害保険」表参照
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３．金融資産運用

平成23年5月学科 問題２１

日本の経済指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．企業物価指数は、企業間で取引される財に関する物価の変動をとらえるもので、

国内企業物価指数、輸出物価指数、輸入物価指数から構成される。

２．マネーストックは、一般法人、個人、地方公共団体・地方公営企業などの通貨保有

主体が保有する通貨量の残高（金融機関や中央政府が保有する預金などは対象外）

である。

３．国民経済計算のうち、国内総生産（ＧＤＰ）を構成する最も大きな項目は民間企業

設備であり、ＧＤＰの５０～６０％を占めている。

４．景気動向指数は、特定の経済統計指標を先行系列、一致系列、遅行系列に分類し、

それぞれの系列で採用された各指標の動きを統合することにより作成される。

解答：３

解説

１．適 切

これは難しい。企業物価指数の基礎となるものに基本分類指数があり、国内企業物価

指数、輸出物価指数、輸入物価指数の 3指数を指します。

２．適 切

その通り。金融機関や中央政府は通貨保有主体に含まれません。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』161 ページ「物価関連指数」表参照

３．不適切

民間最終消費支出（個人消費）は、国内総生産（ＧＤＰ）の約6割を占めています。

民間企業設備ではありません。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』160 ページ「景気関連指標」表参照

４．適 切

その通り。ＣＩとＤＩは共通の指標を採用しており、景気に対し先行して動く「先行

指数」（12 項目）、ほぼ一致して動く「一致指数」（11 項目）、遅れて動く「遅行指数」

（6 項目）があります。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』160 ページ「景気関連指標」表下部参照

選択肢１は正答できなくても、選択肢３が平易なので正解肢に辿り着けます。
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平成23年5月学科 問題２７

ドルコスト平均法により、１回当たり２万円の投資金額でＡ社株式を以下のとおり

買い付けたときの平均取得単価（株価）として、正しいものはどれか。なお、取引

手数料等は考慮しないこと。

１． ２,２５０円

２． ２,５００円

３． ２,７５０円

４． ２,８７５円

解答：２

解説

第 1 回目：20,000 円÷2,000 円＝10 株 4 回の買付けで 32 株取得したことに

第 2 回目：20,000 円÷2,000 円＝10 株 なります。

第 3 回目：20,000 円÷5,000 円＝ 4 株 その平均取得単価は、

第 4 回目：20,000 円÷2,500 円＝ 8 株 8 万円÷32 株＝2,500 円 となります。
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平成23年5月学科 問題２９

金融機関の破綻等におけるセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切な

ものはどれか。

１．国内の銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

２．ゆうちょ銀行に預け入れた貯金は、預金保険制度による保護の対象とならないが、

政府が全額保証している。

３．生命保険会社が破綻した場合、破綻時点の補償対象生命保険契約は、生命保険契約

者保護制度により、高予定利率契約等を除いて、責任準備金の８０％までが補償さ

れる。

４．銀行の窓口で契約（加入）した終身保険や医療保険等の生命保険契約は、生命保険

契約者保護制度による補償の対象とならない。

解答：１

解説

１．適 切

その通り。『FP 技能士 2 級・AFP 合格教本』204 ページ「預金保護の対象」表参照

２．不適切

旧郵便局のときに預け入れた貯金は政府が全額保証していますが、民営化後のゆうち

ょ銀行に預け入れた貯金は、預金保険制度による保護の対象となります。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』165 ページ「ゆうちょ銀行の保護制度」表参照

３．不適切

生命保険契約者保護制度では、高予定利率契約等を除いて、責任準備金の９０％まで

が補償されます。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』155 ページ「保険業法」（３）参照

４．不適切

誰を通じて加入したかにより、補償の対象になるか否かを決めることはありません。
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４．タックスプランニング

平成23年5月学科 問題３６

所得税における青色申告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．青色申告の承認を受けようとする者は、原則として、その承認を受けようとする

年の３月１５日までに、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出

しなければならない。

２．青色申告承認申請書の提出があった場合、原則として、その承認を受けようとする

年の１２月３１日までにその申請につき承認または却下の通知がなかったときは、

承認があったものとみなされる。

３．青色申告の承認を受けている者は、原則として、事業所得等に係る取引を正規の簿

記の原則に従い記録し、その記録に基づいて貸借対照表等の帳簿書類を作成しなけ

ればならない。

４．青色申告の承認を受けている者が備え付けるべき貸借対照表等の帳簿書類の保存期

間は、原則として、３年間である。

解答：４

解説

１．適 切

その通り。『FP 技能士 2 級・AFP 合格教本』261 ページ「青色申告」（２）参照

２．適 切

通常、申請の結果について通知はありません。通知がない場合には承認があったもの

とみなされます。

３．適 切

青色申告者は、日々の取引について帳簿付けを行い、正しい申告を行なうことが必要

です。なお、正規の簿記の原則に従い記録しているケースでは、65 万円の青色申告特

別控除の適用（事業的規模に満たない不動産所得除く）が受けられます。

『FP技能士 2級・AFP 合格教本』261 ページ「青色申告」（３）参照

４．不適切

難問です。保存期間は原則7年となっています。

選択肢４は難問ですが、消去法により正解肢にたどり着けます。
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平成23年5月学科 問題３７

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．法人税の対象となる各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金

の額を控除して計算する。

２．法人は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から２ヵ月以内に、所轄税務署長

に対して法人税の確定申告書を提出する必要がある。

３．資本金の額が１億円以下である中小法人に適用される法人税の税率は、課税所得金

額の多寡にかかわらず、一律１８％である。

４．法人が、所定の手続きにより、青色申告の承認を受けた場合、その法人は税務上の

各種特典を受けることができる。

解答：３

解説

１．適 切

その通り。法人の所得は「益金－損金」で計算します。

『FP技能士2級・AFP合格教本』266ページ「当期純利益と課税所得」参照

２．適 切

その通り。法人税の確定申告期限は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から

２ヵ月以内となっています。

３．不適切

資本金の額が１億円以下である中小法人に限り、課税所得金額800万円以下の部分に

ついては18％（本則22％）、800万円を超える部分については30％が適用されます。

『FP技能士2級・AFP合格教本』266ページ「法人税の概要」参照

４．適 切

法人が、所定の手続きにより、青色申告の承認を受けた場合、「青色欠損金の繰越控

除」などの税務上の特典を受けることができます。

『FP技能士2級・AFP合格教本』269ページ「青色欠損金の繰越控除」参照

法人税の内容は難しいと思いますが、選択肢３は平易な内容となっていますので、

正解肢にたどり着くことはできたハズです。



Copyright 2011 butler-m.co.jp All Rights Reserved. 平成 23 年 6 月 6 日作成

13

平成23年5月学科 問題３８

法人税における減価償却資産および減価償却費の計算に関する次の記述のうち、最も

不適切なものはどれか。

１．損金の額に算入される減価償却費は、法人が償却費として損金経理した金額のうち、

償却限度額に達するまでの金額である。

２．取得価額が５００千円の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、

その資産の使用可能期間にかかわらず、取得価額相当額をその事業年度の損金の

額に算入することができる。

３．使用可能期間が１年未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、

その資産の取得価額にかかわらず、取得価額相当額をその事業年度の損金の額に

算入することができる。

４．新たに取得した有形減価償却資産（建物、鉱業用資産、生物等を除く）について、

法人が償却方法選定の届出をしていなかった場合には、法定償却方法（定率法）

により償却限度額を計算する。

解答：２

解説

１．適 切

定額法や定率法などで算出された償却限度額までであれば、法人においても減価償却

費を損金に計上することができます。

『FP技能士2級・AFP合格教本』268ページ(4)①参照

２．不適切

中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用した場合、取得価額3００千円未満であ

れば、その取得価額の全額を損金に計上することができますが、本問では取得価額が

５００千円なので、取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができ

ません。

『FP技能士2級・AFP合格教本』269ページ「取得価額が少額な場合の課税処理」表参照

３．適 切

使用可能期間が１年未満の減価償却資産を取得した場合は、取得価額１００千円未満

のケースと同様に取得価額の全額を損金とすることができます。

４．適 切

法人税の法定償却方法は「定率法」、所得税では「定額法」となっています。

『FP技能士2級・AFP合格教本』268ページ(4)①参照
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５．不動産

平成23年5月学科 問題４５

借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、

それ以外を普通借家契約という。

１．期間の定めがない普通借家契約では、賃貸人は３ヵ月前の解約申入れにより契約を

終了させることができる。

２．賃借人は、賃貸人の同意を得て付加した畳、建具その他の造作を、借家契約終了の

際に、賃貸人に対し時価で買い取るべきことを請求することができる。

３．定期借家契約は、公正証書による等の書面によって契約をするときに限り有効で

ある。

４．定期借家契約においては、建物の借賃の額を賃貸借期間中は増額しない旨の特約は

有効である。

解答：１

解説

１．不適切

賃貸人からの解約では、６ヵ月前の解約申入れが必要です。

『FP技能士2級・AFP合格教本』288ページ「（普通）建物賃貸借」（３）①参照

２．適 切

これを「造作買取請求権」といいます。また、特約により、「造作買取請求権」を

排除することができます。

『FP技能士2級・AFP合格教本』289ページ「（普通）建物賃貸借」（４）参照

３．適 切

その通り。定期借家契約は書面で契約します。

『FP技能士2級・AFP合格教本』290ページ「定期建物賃貸借」（２）参照

４．適 切

やや細かい問題です。増額しない旨の特約は借り手に有利なので有効となります。

『FP技能士2級・AFP合格教本』289ページ「（普通）建物賃貸借」（４）参照
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平成23年5月学科 問題４７

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切な

ものはどれか。

１．固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年１月１日現在において登記簿または

固定資産課税台帳に土地または家屋等の所有者として登記または登録されている者

である。

２．都市計画税は、原則として、市街化調整区域内に所在するすべての土地または家屋

の所有者に対して課される。

３．固定資産税の標準税率は、１.４％である。

４ ．平成２４年３月３１日までに所定の要件に該当する新築住宅を取得した場合、

床面積１２０ｍ2以下の部分に係る固定資産税の額の２分の１に相当する額が

一定期間減額される。

解答：２

解説

１．適 切

その通り。納税義務者は1月1日時点における所有者です。

『FP技能士2級・AFP合格教本』313ページ「不動産保有時の税金」（１）参照

２．不適切

都市計画税は、原則として、市街化区域内の土地または家屋の所有者に対して課され

ます。

『FP技能士2級・AFP合格教本』314ページ「不動産保有時の税金」（２）参照

３．適 切

その通り。『FP技能士2級・AFP合格教本』314ページ「固定資産税」表参照

４．適 切

その通り。『FP技能士2級・AFP合格教本』314ページ「固定資産税」表参照
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平成23年5月学科 問題４８

個人が所有する土地の譲渡に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものは

どれか。

１．土地の譲渡に係る所得については、その所有期間が譲渡した日の属する年の

１月１日において、５年を超える場合には長期譲渡所得に、５年以下の場合には

短期譲渡所得に区分される。

２．土地の譲渡が短期譲渡所得に区分される場合、課税所得金額に対し、所得税１５％、

住民税５％の税率が課せられる。

３．土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税所得金額に対し、所得税７％、

住民税３％の税率が課せられる。

４．相続により取得した土地を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その土地の

所有期間は、原則として、相続により取得した日の翌日から計算する。

解答：１

解説

１．適 切

長期譲渡：譲渡した日の属する年の１月１日において５年超

短期譲渡：譲渡した日の属する年の１月１日において５年以下

『FP技能士2級・AFP合格教本』314ページ「不動産の譲渡所得の計算」（１）参照

２．不適切

長期譲渡のケース：所得税１５％、住民税５％

短期譲渡のケース：所得税３０％、住民税９％

『FP技能士2級・AFP合格教本』315ページ「不動産の譲渡所得の計算」（３）参照

３．不適切

選択肢２解説参照

４．不適切

若干難しい問題です。相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間

を引き継ぎます。
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平成23年5月学科 問題４９

居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除（以下「３,０００万円特別控

除」という）と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（以下「軽減

税率の特例」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

１．３,０００万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属

する年の１月１日において５年を超える場合に限り、適用を受けることができる。

２．３,０００万円特別控除は、現に居住の用に供しない居住用財産であっても、

居住の用に供さなくなった日から５年を経過する日の属する年の１２月３１日まで

に譲渡した場合であれば、適用を受けることができる。

３．軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の

１月１日において５年を超える場合に限り、適用を受けることができる。

４．３,０００万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

解答：４

解説

１．不適切

３,０００万円特別控除は、所有期間にかかわらず適用を受けられます。

『FP技能士2級・AFP合格教本』316ページ「3,000万円特別控除と軽減税率の特例」

表参照

２．不適切

細かい問題です。以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日か

ら3年目の年の12月31日までに売ることが要件です。

３．不適切

譲渡した日の属する年の１月１日において１０年を超える場合に限り、適用を受ける

ことができます。

『FP技能士2級・AFP合格教本』316ページ「3,000万円特別控除と軽減税率の特例」

表参照

４．適 切

その通り。『FP技能士2級・AFP合格教本』316ページ「3,000万円特別控除と軽減税率

の特例」表参照



Copyright 2011 butler-m.co.jp All Rights Reserved. 平成 23 年 6 月 6 日作成

18

６．相続事業承継

平成23年5月学科 問題５６

相続税の課税価格の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．相続税の課税価格から控除することができる葬式費用には、香典返戻費用や墓地の

買入費等は含まれない。

２．相続により財産を取得した相続人が、相続開始前３年以内にその被相続人から贈与

（暦年課税）により財産を取得していた場合、原則として、その贈与財産の価額は

相続税の課税価格に加算される。

３．契約者（＝保険料負担者）および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である養老

保険の死亡保険金を夫が受け取った場合、当該死亡保険金はみなし相続財産として

相続税の課税対象となる。

４．相続により取得したとみなされる死亡退職金については、「５,０００千円×法定相

続人の数」で計算した金額を限度として、非課税財産とされている。

解答：３

解説

１．適 切

その通り。香典返戻費用や墓地の買入費等は債務控除として控除できません。

『FP技能士2級・AFP合格教本』353ページ「債務・葬式費用で控除できない主な例」

表参照

２．適 切

これを生前贈与加算といい、加算される価額は贈与時点における価額です。

『FP技能士2級・AFP合格教本』353ページ「課税価格の計算」（４）参照

３．不適切

契約者

（＝保険料負担者）
被保険者

死亡保険金

受取人
課税

夫 妻 夫
一時所得として、所得

税・住民税の課税対象

『FP技能士2級・AFP合格教本』127ページ「死亡保険金の税務」表参照

４．適 切

その通り。『FP技能士2級・AFP合格教本』352ページ「課税価格の計算」（２）参照
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平成23年5月学科 問題５８

相続税の財産評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

１．定期預金の価額は、課税時期における預入残高で評価し、既経過利子の額は含まれ

ない。

２．生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における既払込保険料の合計額に

より評価する。

３．金融商品取引所に上場されている不動産投資信託（Ｊ－ＲＥＩＴ）の価額は、

上場株式の評価方法に準じて評価する。

４．取引相場のあるゴルフ会員権の価額は、課税時期における通常の取引価格に相当す

る金額により評価する。

解答：３

解説

１．不適切

定期預金の価額は、「課税時期における預金残高＋（解約時既経過利息－源泉徴収税

額）」で計算します。

『FP技能士2級・AFP合格教本』382ページ「預貯金や公社債などの評価」表参照

２．不適切

生命保険契約に関する権利の価額は、解約返戻金相当額で評価します。

『FP技能士2級・AFP合格教本』382ページ「生命保険契約の権利」参照

３．適 切

上場されている投資信託は、上場株式の評価方法に準じて評価します。

『FP技能士2級・AFP合格教本』382ページ「預貯金や公社債などの評価」表参照

４．不適切

取引相場のあるゴルフ会員権の価額は、「課税時期における取引価格×７０％」で

評価します。

『FP技能士2級・AFP合格教本』382ページ「預貯金や公社債などの評価」表参照
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類似業種比準方式による自社株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切な

ものはどれか。

１．配当の支払いは、その会社の利益金額が減少するため、類似業種比準方式による

自社株式の評価額を引き下げる効果がある。

２．役員退職金の支給は、その会社の利益金額が減少するため、類似業種比準方式に

よる自社株式の評価額を引き下げる効果がある。

３．規模区分が中会社と判定された評価会社（特定の評価会社ではない）の株式を同族

株主が取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式により評

価する。

４．土地保有特定会社または株式保有特定会社に該当する評価会社の株式を同族株主が

取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式により評価する。

解答：２

解説

１．不適切

類似業種比準価額方式では、「配当金額」、「利益金額」、「簿価純資産金額」の

３つの項目で、類似する上場会社と比較を行ないます。配当金は損金にならないので、

利益金額を減少させる効果はありません。

『FP技能士2級・AFP合格教本』387ページ②参照

２．適 切

役員退職金は、適正額までであれば損金となるので、利益金額を減少させる効果が

あります。

３．不適切

規模区分が中会社と判定された評価会社（特定の評価会社ではない）の株式を同族株

主が取得した場合、類似業種比準価額方式は適用できず、「純資産価額方式」あるい

は「併用方式」のいずれかで評価します。

『FP技能士2級・AFP合格教本』386ページ③参照

４．不適切

特定の評価会社の株式を同族株主が取得した場合、原則として「純資産価額方式」で

評価します。

『FP技能士2級・AFP合格教本』386ページ②参照


